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 貴事業所がどのケースに該当するか、下記のフロー図により御判断ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 特別徴収に関するお問合わせ先 

    日置市役所 税務課 市民税係 TEL 099-248-9412 

確認・誓約書の１の該当箇所

にチェックし、申請書等と合

わせて財政管財課へ提出。 

２ あなたの事務所等には、次の条件を満たす被雇用者がいますか。 

 (1) 課税年度の前年に貴社（貴方）から給与の支払いを受けた。 

 (2) 課税年度の４月１日おいて給与の支払いを受けている。 

１ 日置市内在住の従業員の方がいますか。 

は い い い え

い い えは い 

４ 被雇用者の給与等について個人住民税の特別徴収を実施

していますか。 

は い い い え

５ 上記４で納入した領収証書が保管してありますか。 

は い い い え

確認・誓約書２の上段にチェック

し、領収証書の写しを申請書等と

合わせて財政管財課へ提出。 

税務課で確認・誓約書に確認印を

受け、申請書等と合わせて財政管

財課へ提出。 

３ あなたの事務所等は、常時３人以上の被雇用者がいますか。 

は い い い え
特別徴収義務のない事業所ですが、特別徴収を行

うことも出来ます。特別徴収を行わない場合は、 

確認・誓約書の３(1)にチェックして下さい。 

特別徴収を開始する誓約が必要です。 

確認・誓約書の３(2)にチェックし、開

始年月を記入して下さい。 

確認・誓約書の２の中段

にチェックして下さい。 

特別徴収を行う 

特別徴収を行わない 

東市来支所　地域振興課　市民税係　　
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